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広島市告示第２６１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ６ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２６２号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ６ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社やさ
しい手

やさしい手五
日市巡回訪問
介護事業所

広島市佐伯区
旭園３番３５
－４０２号Ｉ
Ｂビル

訪問介護

アンハードオ
ブ株式会社

訪 問 看 護 ス
テーションパ
ンダケア

広島市西区三
篠町三丁目４
番１１号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社たな
か福祉サービ
ス

訪問看護いろ
は

広島市安佐北
区口田三丁目
１６番１４号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモンカフェ
広島市西区観
音新町一丁目
４番２６号

通所介護

社会福祉法人
三篠会

通所介護事業
所楽々園ｋｉ
ｓｕｉ

広島市佐伯区
楽々園五丁目
１５番２２号

通所介護

社会福祉法人
三篠会

従来型特別養
護老人ホーム
楽々園ｋｉｓ
ｕｉ

広島市佐伯区
楽々園五丁目
１５番２２号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

社会福祉法人
三篠会

ユニット型特
別 養 護 老 人
ホーム楽々園
ｋｉｓｕｉ

広島市佐伯区
楽々園五丁目
１５番２２号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

社会福祉法人
三篠会

短期入所生活
介護楽々園ｋ
ｉｓｕｉ

広島市佐伯区
楽々園五丁目
１５番２２号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

告 示

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社やさ
やさしい手五
日市巡回訪問

広島市佐伯区
旭園３番３５ 訪問介護サービ
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広島市告示第２６３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，教育委員会青少年育成部放課後対策課の物品出納員

事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた物品分任出納員

　　荒神町放課後児童クラブ　指導員　柴崎　実穂

　　元宇品放課後児童クラブ　指導員　東舎　泰子

　　古田台放課後児童クラブ　指導員　来山　裕恵

　　戸山放課後児童クラブ　　指導員　川波　美津子

　　高南放課後児童クラブ　　指導員　須村　典子

　　三田放課後児童クラブ　　指導員　新本　厚子

　　大林放課後児童クラブ　　指導員　井木　弘美

　　湯来南放課後児童クラブ　指導員　槙原　早苗

２　委任させた事務

　　教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童

クラブにおける物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示第２６４号　

令和３年５月１０日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた出納員

　　健康福祉局地域共生社会推進課

　　課長　岡　修一

２　委任した事務

　　平成２６年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

　　平成２７年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

　　年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の誤支給

に伴う返還金の収納

３　委任年月日

　　令和３年４月１日

４　委任期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示第２６５号　

令和３年５月１１日　

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例施行規則（昭和５５年広島市規則第３１号）

第４条第１項の規定に基づき，下水道事業受益者申告書の提出期

限は，令和３年６月１１日とします。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２６６号　

令和３年５月１１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第２６７号　

令和３年５月１１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第２６８号　

令和３年５月１１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジグラン高陽

　　所在地　広島市安佐北区亀崎一丁目１番６

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島県住宅供給公社

　　理事長　伊達　英一

しい手 介護事業所 －４０２号Ｉ
Ｂビル

ス

合同会社ウプ
シロン

ケアセンター
ふたば

広島県安芸郡
府中町浜田三
丁目８番１５
号中本ビル３
０１号室

訪問介護サービ
ス，生活援助特
化型訪問サービ
ス

社会福祉法人
三篠会

通所介護事業
所楽々園ｋｉ
ｓｕｉ

広島市佐伯区
楽々園五丁目
１５番２２号

１日型デイサー
ビス



第１０９３号　―５―令和３年６月３０日 広 島 市 報

　　広島市中区大手町二丁目１１番１５号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）　別紙１のとおり

　　（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和３年４月３０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年５月１１日から同年９月１１日まで。ただし，広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）に

規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年９月１１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第２６９号　

令和３年５月１１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島フェスティバル・アウトレット　マリーナ

ホップ

　　所在地　広島市西区観音新町四丁目２８７４番９４ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社広島まちづくりファンド

　　代表取締役　杉川　聡

　　広島市中区大手町五丁目３番１２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）　別紙１のとおり

　　（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和３年５月１０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年５月１１日から同年９月１１日まで。ただし，広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）に

規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年９月１１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第２７０号　

令和３年５月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



―６―　第１０９３号 令和３年６月３０日広 島 市 報



広島市告示第２７１号　

令和３年５月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２７２号　

令和３年５月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２７３号　

令和３年５月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第２７４号　

令和３年５月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第２７５号　

令和３年５月１３日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

レ チ ナ ク リ
ニック横山眼
科

広島市中区東千
田町一丁目１－
６１ｈｉｔｏｔ
ｏ広島ナレッジ
スクエア１Ｆ

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

吉島すぎもと
眼科

広島市中区吉島
西二丁目１４－
１２

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

つつみ歯科ク
リニック

広島市中区宝町
５－９ウィング
宝町ファイブ１
階

令和３年５月
６日

令和９年５月
５日

有田歯科医院
広島市中区小町
６－２３

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

辻歯科医院

広島市中区基町
１３－１３広島
基町ＮＳビル５
Ｆ

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

あけぼの皮ふ
科クリニック

広島市東区二
丁目８－１８

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

やまぐち内科
クリニック

広島市南区一
丁目３－１０

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

まつやま眼科

広島市南区段原
日出一丁目１５
－１３段原スク
エア２Ｆ

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

ウォンツ　東
雲薬局

広島市南区東雲
本町二丁目４－
１９　１階

令和３年５月
１日

令和９年４月
３０日

訪 問 看 護 ス
テーションメ
イプルケア

広島市西区小河
内町二丁目１－
１０

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

ナースケア菜
絆

広島市西区上天
満町７－１３株
式会社井口家具
百貨店　西館４
階

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

藤武眼科
広島市安佐南区
伴東七丁目５９
－１

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

広島心臓血管
病院

広島市安佐南区
西原七丁目８－
３８

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

やまぐち整形
外科リハビリ
クリニック

広島市安佐南区
園二丁目１３
－２０

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

メリィケア
広島市安佐南区
大塚西三丁目１
－２０

令和元年７月
１日

令和７年６月
３０日

楽々園ｋｉｓ
ｕｉ診療所

広 島 市 佐 伯 区
楽々園五丁目１
５－２２

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日

今井耳鼻咽喉
科医院

広島市佐伯区海
老園一丁目３－
２２

令和３年４月
１日

令和９年３月
３１日



第１０９３号　―７―令和３年６月３０日 広 島 市 報

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区亀山二丁目の５２７番１，５２７番２，５２

９番２，５２９番３，５３０番１，５３０番３，５３１番２，

５３１番３，５３１番４，５３０番１地先の里道及び水路，５

３１番２地先の水路並びに５３１番３地先の水路

２　開発面積

　　２，１４０．２６㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市西区横川町三丁目８番６号

　　株式会社信和ホーム

　　代表取締役　和田　正男

４　検査済証交付年月日

　　令和３年５月１３日



広島市告示第２７６号　

令和３年５月１３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同法第６条第３項が準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルゾ五日市利松店

　　所在地　広島市佐伯区利松一丁目８９１番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社万惣

　　代表取締役　山本　誠

　　広島市佐伯区石内上一丁目８番１号

３　変更事項　略

４　変更年月日

　　令和３年６月１０日

５　届出年月日

　　令和３年５月１１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年５月１３日から同年９月１３日まで。ただし，広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）に

規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年９月１３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第２７７号　

令和３年５月１８日　

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第

５条第１項及び第８条第１項の規定による特定施設の設置及び構

造等の変更の許可の申請がありましたので，同法第５条第４項の

規定により，その概要を告示します。

　なお，当該申請に係る環境に及ぼす影響についての事前評価に

関する事項を記載した書面は，令和３年５月１８日から同年６月

７日までの間，広島市環境局環境保全課において縦覧に供しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　申請者等

　　申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

　　　申請者の住所　　東京都江東区豊洲３丁目２番２０号

　　　申請者の名称　　マルハニチロ株式会社

　　　代表者の氏名　　代表取締役社長　池見　賢

　　工場又は事業場の所在地及び名称

　　　事業場の所在地　広島市中区江波沖町６番１号

　　　事業場の名称　　マルハニチロ株式会社広島工場

２　申請内容

　　マルハニチロ株式会社広島工場の製造ライン変更に伴い，特

定施設（１８の２　冷凍調理食品製造業の用に供する施設）を

新たに１２基設置し，同時に１４基廃止します。

　　これらに加え，既設の特定施設の構造等の一部が変更となる

ことから，瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１

１０号）に基づく特定施設設置変更許可申請を行うものです。

　　今回，公共用水域に排出される排出水の水量に変更はありま

せんが，排出水の汚染状態の一部の濃度が低下するため，汚濁

負荷量は減少します。

　　特定施設の種類，能力及び使用の方法

　　　別紙１－１から１－６のとおり

　　汚水等の処理の方法

　　　別紙２のとおり

　　排出水の汚染状態及び量

　　　別紙３のとおり

別紙１－１～別紙３　略



広島市告示第２７８号　

令和３年５月１８日　



―８―　第１０９３号 令和３年６月３０日広 島 市 報

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２７９号　

令和３年５月１８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第２８０号　

令和３年５月１８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの 

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２８１号　

令和３年５月１８日　

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので，同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称，提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

名称 所在地 指定年月日

有限会社ケアネット
広島訪問介護事業所

広島市中区舟入川口町１
２番２３－２０１号

平成１２年４
月１日

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和３年５月１８日

別紙　略



広島市告示第２８２号　

令和３年５月２０日　

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１４条第１項

の規定により，広島市大塚中央土地区画整理組合の設立を認可し

たので，同法第２１条第３項の規定により，次のとおり公告しま 

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　組合の名称

　　広島市大塚中央土地区画整理組合

２　事業施行期間

　　設立認可公告の日から令和６年３月３１日まで

３　施行地区

　　広島市安佐南区大塚西一丁目の一部

４　事務所の所在地

　　広島市安佐南区大塚西一丁目１４番２３号

５　設立認可の年月日

　　令和３年５月２０日

６　事業年度

　　毎年４月１日から翌年３月３１日まで

７　公告の方法

　　組合事務所の掲示場及び広島市安佐南区役所沼田出張所の掲

示場に掲示する。



広島市告示第２８３号　

令和３年５月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和３年５月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
安佐南区

川内一丁目及び大町東一丁
目の各一部



第１０９３号　―９―令和３年６月３０日 広 島 市 報



広島市告示第２８４号　

令和３年５月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和３年５月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第２８５号　

令和３年５月２１日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条第１項の規定に基づき，令和３年度

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

東区 牛田旭二丁目の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐南区
川内一丁目，大町東一丁目，
園七丁目及び山本九丁目
の各一部

安佐北区

深川五丁目，可部町大字中
島，可部一丁目，可部東一
丁目，安佐町大字飯室及び
安佐町大字久地の各一部

佐伯区
五日市町大字上河内，八幡
東一丁目，千同一丁目及び
坪井一丁目の各一部

南区
小磯町及び仁保二丁目の各
一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

安芸区
中野五丁目及び中野七丁目
の各一部

の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しまし

たので，同条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割　　　　　　　　　　　　　　１００分の７．０９

２　被保険者均等割　　　　　　　　　　　　２３，８８２円

３　世帯別平等割

　　条例第１０条第１項第３号アに掲げる額　２４，９７８円

　　条例第１０条第１項第３号イに掲げる額　１２，４８９円

　　条例第１０条第１項第３号ウに掲げる額　１８，７３４円



広島市告示第２８６号　

令和３年５月２１日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の６の５第１項の規定に基づき，令

和３年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

を次のとおり決定しましたので，同条第３項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割　　　　　　　　　　　　　　１００分の２．６７

２　被保険者均等割　　　　　　　　　　　　　８，６７３円

３　世帯別平等割

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに掲げる額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，０７１円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに掲げる額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，５３６円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに掲げる額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，８０４円



広島市告示第２８７号　

令和３年５月２１日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の１０第１項の規定に基づき，令和

３年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険

料率を次のとおり決定しましたので，同条第３項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割　　　　　　１００分の２．０１

２　被保険者均等割　　　　　７，８５５円

３　世帯別平等割　　　　　　５，９９２円



広島市告示第２８８号　

令和３年５月２１日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第１項に規定する令和３年度の国民

健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しま

したので，同条第２項において準用する条例第１０条第３項の規

雨水を排除 安佐北区 可部一丁目の一部

分流

汚水を排除

東区 牛田旭二丁目の一部

南区
小磯町及び仁保二丁目の各
一部

安佐南区
園七丁目及び山本九丁目
の各一部

安佐北区

深川五丁目，可部町大字中
島，可部東一丁目，安佐町
大字飯室及び安佐町大字久
地の各一部

安芸区
中野五丁目及び中野七丁目
の各一部

佐伯区
五日市町大字上河内，八幡
東一丁目，千同一丁目及び
坪井一丁目の各一部
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定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第１項第１号アに掲げる額　１６，７１８円

２　条例第１４条第１項第１号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７，４８５円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，７４３円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，１１４円

３　条例第１４条第１項第２号アに掲げる額　１１，９４１円

４　条例第１４条第１項第２号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，４８９円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，２４５円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，３６７円

５　条例第１４条第１項第３号アに掲げる額　　４，７７７円

６　条例第１４条第１項第３号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，９９６円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，４９８円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，７４７円



広島市告示第２８９号　

令和３年５月２１日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第３項において準用する同条第１項

に規定する令和３年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦

課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので，条例第１

４条第３項において準用する同条第２項において準用する条例第

１０条の６の５第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　６，０７２円

２　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，３５０円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，１７６円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，７６３円

３　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　４，３３７円

４　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，５３６円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，２６８円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，４０２円

５　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，７３５円

６　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，８１５円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０８円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３６１円



広島市告示第２９０号　

令和３年５月２１日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第４項において準用する同条第１項

に規定する令和３年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から

減額すべき額を次のとおり決定しましたので，条例第１４条第４

項において準用する同条第２項において準用する条例第１０条の

１０第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　５，４９９円

２　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　４，１９５円

３　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　３，９２８円

４　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　２，９９６円

５　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５７１円

６　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１９９円



広島市告示第２９１号　

令和３年５月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。
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広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フタバ図書ＧＩＧＡ本通店

　　所在地　広島市中区大手町一丁目８番２０ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社エディオン

　　代表取締役　久保　允誉

　　広島市中区紙屋町二丁目１番１８号　ほか３社

３　変更事項　略

４　変更年月日　略

５　届出年月日

　　令和３年５月１９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年５月２１日から同年９月２１日まで。ただし，広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）に

規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年９月２１日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第２９２号　

令和３年５月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので，同条

第６項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フタバ図書ＧＩＧＡ本通店

　　所在地　広島市中区大手町一丁目８番２０号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社エディオン

　　　代表取締役　久保　允誉

　　　広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

　　東栄産業株式会社

　　　代表取締役社長　大地　晴子

　　　広島市東区戸坂くるめ木一丁目１７番１８号

　　有限会社原田商事

　　　代表取締役　原田　由紀

　　　広島市中区大手町一丁目５番１１号

　　有限会社冨士屋

　　　代表取締役　藤井　麻子

　　　廿日市市宮島口西一丁目４番１５号２０４

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

　　２，４１７平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

　　０平方メートル

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メート

ル以下となる日

　　令和２年８月３０日

６　届出年月日

　　令和３年５月１９日



広島市告示第２９３号　

令和３年５月２５日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２９４号　

令和３年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２９５号　

令和３年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。
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広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２９６号　

令和３年５月３１日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示（中区）第７９号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８０号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，４月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第８１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８２号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８７号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８８号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８９号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，４月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９０号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９２号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，５月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略
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広島市告示（中区）第９７号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９８号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９９号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１００号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０２号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，５月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，５月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により
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次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０７号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，５月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０８号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第２９号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和３年５月７日

３　道路の位置　　広島市東区戸坂大上四丁目の２０６７番８の

一部，２０６７番９の一部，２０６７番１１

の一部，及び２０６７番１２の一部

４　幅員　　　　　４．００メートル

５　延長　　　　　３１．８１メートル



広島市告示（東区）第３０号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図面は，令和３年５月１０日から同月２４日まで，広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第３１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第３２号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年５月２４日から同年６月７日まで広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第３３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年５月２４日から同年６月７日まで広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

旧水路
Ｋ３－Ｂ－１５５－
１－１３号水路

中山上二丁目１５１１番１地先
から１４９０番地先まで

新水路
Ｋ３－Ｂ－１５５－
１－１３号水路

中山上二丁目１５１１番１地先
から１４９０番地先まで

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東１区
９３号
線

東区上温品
三丁目１９
０７番地１
７地先から
東区上温品
三丁目１９
０７番地１
地先まで

旧

メートル
4.45
～

6.70

メートル

62.50

新

メートル
6.00
～

6.70

メートル

62.50

市　道
東１区
９３号
線

東区上温品
三丁目１９
０７番地６
地先から
東区上温品
三丁目１９
０７番地７
地先まで

旧

メートル
4.90
～

6.00

メートル

14.00

新

メートル
6.00
～

6.00

メートル

14.00

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日
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広島市告示（東区）第３４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和３年５月２６日から同年６月９日まで，

広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第３５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（南区）第５４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 ５区８８号里道
東区二葉の里一丁目１番３１地先
から同所１番３１地先まで

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５７号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成６年１２月１６日付けで認可した仁保柞木町内会に

ついて，下記のとおり告示した事項に変更があったので，同条第

１０項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

２　変更のあった年月日

　　令和３年４月２７日



広島市告示（南区）第５８号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成１２年７月２４日付けで認可した向洋本町町内会に

ついて，下記のとおり告示した事項に変更があったので，同条第

１０項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

２　変更のあった年月日

　　令和３年４月１８日



広島市告示（南区）第５９号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　稲荷町自転車等駐輪場，広島駅南口第二自転車等駐車場，広島

駅南口第三Ａ自転車等駐車場及び広島駅南口第三Ｂ自転車等駐車

場に，長期間駐車されていた下記の自転車等については，令和３

年５月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので，告示

します。

変更前 変更後

広島市南区仁保四丁目１０番
１０号
初山　正彦

広島市南区仁保三丁目１０番
１７号
吉岡　史郎

変更前 変更後

広島市南区向洋中町１番１６
号
東　和行

広島市南区向洋本町１１番９
号
濱田　博文

市　道
東１区
９３号
線

東区上温品三丁目１９０７
番地１７地先から
東区上温品三丁目１９０７
番地１地先まで

令和３年５月２
４日

市　道
東１区
９３号
線

東区上温品三丁目１９０７
番地６地先から
東区上温品三丁目１９０７
番地７地先まで

令和３年５月２
４日
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　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第６０号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６２号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　天神川南駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては，令和３年５月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第６３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ５ 日　

　広島駅南口第三Ａ自転車等駐車場，広島駅南口第一自転車等駐

車場に，長期間駐車されていた下記の自転車等については，令和

３年５月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので，告

示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第６６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６７号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６８号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　広島駅南口第二自転車等駐車場，広島駅南口第三Ａ自転車等駐

車場に，長期間駐車されていた下記の自転車等については，令和

３年５月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので，告

示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（安佐南区）第４４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ６ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年４月２６

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　
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広島市告示（安佐南区）第４５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第四

号に規定する道路として指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和３年５月１４日

３　路線名　　　　市道安佐南１区１３４号線

４　道路の位置　　起点：広島市安佐南区緑井八丁目４７７－１

１地先

　　　　　　　　　終点：広島市安佐南区緑井八丁目４７６－２

地先

５　道路延長　　　８．０メートル

６　道路幅員　　　６．５０メートル～６．５２メートル



広島市告示（安佐南区）第４６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年５月１４

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第４７号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図面は，令和３年５月２１日から同年６月７日まで，

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第４８号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年５月２５日から同年６月８日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧

安佐南３区１
００３号里道

安佐南区長束西三丁目１８３７
番４地先から安佐南区長束西三
丁目１８３７番２地先まで

新
安佐南区長束西三丁目１８３７
番４地先から安佐南区長束西三
丁目１８３７番４地先まで

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第４９号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年５月２５日から同年６月８日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第５０号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成６年６月１日付けで不動産又は不動産に関

する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会（旧

代表者　中川　勝典）について，次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　浜田　節子

　　住　所　広島市安佐南区安東一丁目２４番５号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区安東一丁目２４番５号



広島市告示（安佐南区）第５１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１９年３月１３日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺

町内会（旧代表者　清水　崇）について，次のとおり告示事項を

変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区３
２８号
線

安佐南区山
本六丁目１
１２５番地
１地先から
安佐南区山
本六丁目１
１２５番地
１地先まで

旧
2.60
～

5.10
12.10

新
3.00
～

5.50
12.10

道路の
種類

路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区３
２８号
線

安佐南区山本六丁目１１２
５番地１地先から
安佐南区山本六丁目１１２
５番地１地先まで

令和３年５月２
５日
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変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　中本　辰実

　　住　所　広島市安佐南区長楽寺一丁目８７番１８号



広島市告示（安佐南区）第５２号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成６年１月１９日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した下中調子町内会（旧

代表者　住田　正信）について，次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　馬谷　光二

　　住　所　広島市安佐南区川内三丁目２５番９号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区川内三丁目２５番９号



広島市告示（安佐南区）第５３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日　

　令和３年第２回緑井財産区議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

招集日時　令和３年６月９日（水）午後５時

招集場所　佐東公民館　ホール

議事日程　日程第１　会期の決定について

　　　　　日程第２　（第２号議案）緑井財産区議会設置条例の

一部改正について



広島市告示（安佐南区）第５４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年５月２６

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第５４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ６ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，４月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第５５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，４月２６日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第５６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和３年５月２７日から同年６月１０日ま 

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第５７号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図面は，令和３年５月２７日から同年６月１０日ま 

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第５３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車等 

は，広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水路
Ｋ３－Ｆ３－Ｍ下
久保－１６－６２
号水路

安佐北区三入二丁目１１３３番１
地先から同所１１３３番１地先ま
で

水路
Ｋ３－Ｆ３－Ｍ下
久保－１７－３９
号水路

安佐北区三入二丁目１１２７番１
地先から同所１１２７番１地先ま
で

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

水路

旧

Ｋ３－Ｆ３－
Ｍ下久保－１
６－１１号水
路

安佐北区三入二丁目１１３０番
１地先から同所１１３３番２地
先まで

新

Ｋ３－Ｆ３－
Ｍ下久保－１
６－１１号水
路

安佐北区三入二丁目１１３０番
１地先から同所１１３３番７地
先まで
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　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し，保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第５５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年５月１４日から同月２８日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第５６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所

　　事務補助員（会計年度任用職員）田口　美智子（畑賀連絡所）

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限 

る）の収納

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市道
安芸３
区１２
３号線

広島市安芸
区船越南四
丁目２４０
５番地２地
先から
広島市安芸
区船越南四
丁目２４０
５番地２地
先まで

旧

メートル
9.20
～

9.90

メートル

4.50

新

メートル
4.00
～

4.70

メートル

4.50

３　委任年月日

　　令和３年５月１日

４　委任期間

　　令和３年５月１日から同年５月３１日まで



広島市告示（安芸区）第５７号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第５８号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車等 

は，広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５９号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成１８年

６月１４日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した神立自治会（代表者　渡邊　哲雄）について，

次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区上瀬野町１０３７０番地１１６

２　代表者の氏名及び住所

　　稲田　俊彦

　　広島市安芸区上瀬野町１０３７０番地１１６



広島市告示（佐伯区）第５９号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年４月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について
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は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第６０号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６２号

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年５月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第６３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ２ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０

項の規定に基づき，令和３年５月１２日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した棡町内会（代表

者　林　勝利）について，次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及び内容

１　代表者氏名及び住所，並びに事務所の所在地

　　代表者　林　勝利

　　住　所　広島市佐伯区湯来町大字白砂５１６番地

　　事務所の所在地　広島市佐伯区湯来町大字白砂５１６番地

２　変更の年月日

　　令和３年４月１日



広島市告示（佐伯区）第６５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

広島市安芸区告示第１号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　長　光　信　治　

（令和２年度の状況）

備考　公表の対象は，閲覧日が令和２年４月１日から令和３年３

月３１日までのものです。



広島市安芸区告示第２号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

区 告 示

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

自衛隊広島地方協
力本部

自衛官等の募集
に伴う広報

令和３年１
月１４日
令和３年１
月１９日
令和３年１
月２０日
令和３年１
月２１日

安芸区全域
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項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　長　光　信　治　

（令和２年度の状況）

備考

１　公表の対象は，閲覧日が令和２年４月１日から令和３年３月

３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合に

あっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

広島市中区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，令和２年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について，別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，令和２

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙の

とおり公表します。

申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人　中
央調査社
会長　大室　真生

２０２０年新聞
およびＷｅｂ利
用に関する総合
調査の対象者抽
出

令和２年
７月８日

中野二丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

地域社会の暮ら
しに関する世論
調査の対象者抽
出

令和２年
１０月６
日

船越南一丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

新型コロナウイ
ルス感染症に関
する世論調査の
対象者抽出

令和２年
１０月１
３日

船越六丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

家庭用塩の消費
実態に関する調
査の対象者抽出

令和２年
１１月２
５日

中野五丁目

株式会社　日経リ
サーチ
代表取締役社長　
福本　敏彦

第２回ＯＥＣＤ
国際成人力調査
（ＰＩＡＡＣ）
予備調査の対象
者抽出

令和３年
１月１３
日

矢野東五丁目

区 選 管 告 示

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，令和２年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について，別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，令和２

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙の

とおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，令和２年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について，別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，令和２

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙の

とおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ０ 日　
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　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，令和２年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，令和２

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙の

とおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，令和２年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について，別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，令和２

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙の

とおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，令和２年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について，別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，令和２

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙の

とおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略

広島市教育委員会規則第５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日　

　広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

　　　広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一

部を改正する規則

　広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和３５年

広島市教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　別表第２安佐南区の項中「，戸山中学校」を削り，同表安佐北

区の項中「戸山中学校，」を削り，同表安芸区の項中「，阿戸中 

学校」を削り，同表佐伯区の項中「戸山中学校，」を削る。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

広島市教育委員会告示第１５号　

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ １ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和３年５月２６日（水）　午前９時

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　史跡中小田古墳群保存活用計画の策定について（報告）

　　令和３年広島市成人祭の開催結果について（報告）

　　広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改

正について（議案）

　　広島市立高等学校・中等教育学校（後期課程）・特別支援

学校（高等部）及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採

教育委員会規則

教育委員会告示
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択の基本方針について（議案）

　　令和４年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別

支援学校（小・中学部）用教科用図書採択の基本方針につい

て（議案）

　【非公開予定議題】

　　訴訟について（報告）

　　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（議案）

　　教職員の人事について（議案）


